
該当箇所 項目名 頁 新（修正後） 頁 旧（修正前） 修正理由

表紙 岡山県保健医療部医薬安全課 岡山県保健福祉部医薬安全課
令和5年4月1日組織
改編

第１章 1 現在３４８（R7.4.1時点）の疾患 1 現在３３３の疾患 疾病追加

第１章　１ （２）目的 1
避難行動要支援者に対する個別避難計画
は市町村ごとの作成となりますが、

1
要配慮者に対する個別計画は市町村ごとの
作成となりますが、

令和３年災害対策基
本法改正

第１章　４ 3
3
～
4

　要配慮者リスト及び個別支援計画の作成
に当たっては、「岡山県個人情報保護条例
（平成14年岡山県条例第３号）」や各関係機
関で定める条例、規則等の内容を踏まえ、
難病患者等のプライバシーに十分配慮する
とともに、原則、難病患者等の支援の求めに
応じて関係機関と情報の共有を行います。
　なお、災害対策基本法の規定に基づき、
市町村からの求めに応じて行う情報提供
は、岡山県個人情報保護条例における「法
令等の規定に基づき利用し、若しくは提供し
なければならない場合」等に該当するものと
して許容されます。

令和３年個人情報保
護法改正
（令和５年４月１日施
行）

災害時における難病患者等の行動・支援マニュアル（第２次改訂版）　時点修正内容

　要配慮者リスト及び個別支援計画の作成
に当たっては、「個人情報の保護に関する
法律（平成15年法律第57号）」や各関係機
関で定める条例、規則等の内容を踏まえ、
難病患者等のプライバシーに十分配慮する
とともに、原則、難病患者等の支援の求めに
応じて関係機関と情報の共有を行います。
　なお、災害対策基本法の規定に基づき、
市町村からの求めに応じて行う情報提供
は、「個人情報の保護に関する法律（平成15
年法律第57号）」における第69条第２項の規
定に該当する場合は、情報提供可能となり
ます。

【参考】
「個人情報の保護に関する法律（平成15年
法律第57号）」
（利用及び提供の制限）
第六十九条　行政機関の長等は、法令に基
づく場合を除き、利用目的以外の目的のた
めに保有個人情報を自ら利用し、又は提供
してはならない。
２　前項の規定にかかわらず、行政機関の
長等は、次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、利用目的以外の目的のため
に保有個人情報を自ら利用し、又は提供す
ることができる。ただし、保有個人情報を利
用目的以外の目的のために自ら利用し、又
は提供することによって、本人又は第三者の
権利利益を不当に侵害するおそれがあると
認められるときは、この限りでない。
一　本人の同意があるとき、又は本人に提供
するとき。
二　行政機関等が法令の定める所掌事務又
は業務の遂行に必要な限度で保有個人情
報を内部で利用する場合であって、当該保
有個人情報を利用することについて相当の
理由があるとき。
三　他の行政機関、独立行政法人等、地方
公共団体の機関又は地方独立行政法人に
保有個人情報を提供する場合において、保
有個人情報の提供を受ける者が、法令の定
める事務又は業務の遂行に必要な限度で
提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該
個人情報を利用することについて相当の理
由があるとき。
四　前三号に掲げる場合のほか、専ら統計
の作成又は学術研究の目的のために保有
個人情報を提供するとき、本人以外の者に
提供することが明らかに本人の利益になると
き、その他保有個人情報を提供することに
ついて特別の理由があるとき。
３　前項の規定は、保有個人情報の利用又
は提供を制限する他の法令の規定の適用を
妨げるものではない。
４　行政機関の長等は、個人の権利利益を
保護するため特に必要があると認めるとき
は、保有個人情報の利用目的以外の目的
のための行政機関等の内部における利用を
特定の部局若しくは機関又は職員に限るも
のとする。
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第１章　５

◎マニュアルと
他の法令等との
関係（イメージ
図）

5
「市町村」欄
個別避難計画

5
「市町村」欄
要配慮者避難支援計画

令和３年災害対策基
本法改正

第１章　５

⑤岡山県災害時
難病患者要配慮
者リスト・個別支
援シート作成要
領（平成２９年３
月）

6
各市町村の「個別避難計画」の内容の充実
を図るとともに、日頃からの関係機関との体
制整備を図ることを目的に作成されていま
す。

6

各市町村の「災害時における要配慮者支援
計画」の内容の充実を図るとともに、日頃か
らの関係機関との体制整備を図ることを目的
に作成されています。

令和３年災害対策基
本法改正

第３章　第
１節　１　日
頃からの備
え

１　災害時医療
体制の準備

10

【参考】
◎県災害保健医療福祉調整本部
　総合的な医療情報の収集・提供及び国、
他県、県内の地域災害保健医療福祉調整
本部等関係機関と連絡調整を行い、災害時
の保健医療活動で中心的な役割を果たしま
す。
◎災害拠点病院

10

【参考】
◎県災害保健医療調整本部
　総合的な医療情報の収集・提供及び国、
他県、県内の地域災害保健医療調整本部
等関係機関と連絡調整を行い、災害時の保
健医療活動で中心的な役割を果たします。
◎災害拠点病院

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

令和5年3月31日　災
害拠点病院指定追加

第３章　第
１節　１　日
頃からの備
え

３　医薬品等の
供給体制の準備

12

〇透析医療施設においては、特に透析用
水の確保が重要であることから、関係課等と
連携し、透析医療機関への連絡体制の確認
に努めます。

12

〇透析医療施設においては、特に飲料水の
確保が重要であることから、関係課等と連携
し、透析医療機関への連絡体制の確認に努
めます。

令和７年４月　災害時
の透析マニュアル 改
訂

第３章　第
１節　１　災
害発生直
後

13
２　県災害保健医療福祉調整本部等との連
携

13 ２　県災害保健医療調整本部等との連携

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
１節　１　災
害発生直
後

２　県災害保健
医療調整本部等
との連携

13

（１）医療情報の収集と伝達及び難病患者等
の受け入れ要請
　○県災害保健医療福祉調整本部及び岡
山県難病医療連絡協議会等と連携し、緊急
時の医療情報の収集・連絡体制を整備しま
す。
　○県災害保健医療福祉調整本部と連携し
て、必要に応じて、難病医療に係る次の業
務を行います。

13

（１）医療情報の収集と伝達及び難病患者等
の受け入れ要請
　○県災害保健医療調整本部及び岡山県
難病医療連絡協議会等と連携し、緊急時の
医療情報の収集・連絡体制を整備します。
　○県災害保健医療調整本部と連携して、
必要に応じて、難病医療に係る次の業務を
行います。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
１節　１　被
災２～３日
後

１　医療の確保 14

〇県災害保健医療福祉調整本部及び岡山
県難病医療連絡協議会等と連携し、被災地
以外の医療機関において診察や相談がで
きるように調整します。

14

〇県災害保健医療調整本部及び岡山県難
病医療連絡協議会等と連携し、被災地以外
の医療機関において診察や相談ができるよ
うに調整します。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
１節　１　被
災２～３日
後

２　情報の提供と
難病患者等に対
応可能な支援班
の編成

14
○地域のニーズに応じて、地域災害保健医
療福祉調整本部等と連携し市町村への支
援班を編成します。

14
○地域のニーズに応じて、地域災害保健医
療調整本部等と連携し市町村への支援班を
編成します。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
１節　２　日
頃からの備
え

２　要配慮者リス
トの作成・管理、
提供

15

＜リスト項目＞
・優先度
・難病患者支援区分
・危険区域該当
・受給者番号、氏名、性別、年齢、生年月
日、住所、電話番号、病名
・医療処置管理、予備バッテリーの整備状
況、予備の酸素ボンベ
・独居、高齢者世帯、介護者、日常生活全
面介助
・介護保険要介護度、身障者手帳等級
・移送手段
・主治医
・関係者連絡先
・災害時の安否確認、安否確認方法
・市町村への情報提供
・個別支援シート作成
・個別支援計画作成
・確認年月日

15

＜リスト項目＞
・緊急時の優先度
・支援区分
・基本情報（受給者番号、氏名、性別、年
齢、生年月日、住所、電話番号、病名）
・医療機器等処置管理の有無、非常時用の
持出品の有無
・介護者の有無等
・サービス利用の状況（介護保険要介護度、
訪問系サービス利用状況、身体障害者手帳
保持の有無）
・移送手段
・連絡先（複数・携帯電話を含む）
・災害時の安否確認及び安否確認方法（通
話でなくメール、ＳＮＳが望ましい）
・市町村への情報提供についての同意の有
無

令和6年4月1日
岡山県難病患者災害
時要配慮者リスト・個
別支援シート要領改
正

区分 二次保健医療圏 医療機関名

基幹 県全域 岡山赤十字病院

地域 県南東部

岡山済生会総合病院、国立病院機構岡山医療センター、岡山大

学病院、岡山市立市民病院、川崎医科大学総合医療センター、

岡山西大寺病院

区分 二次保健医療圏 医療機関名

基幹 県全域 総合病院　岡山赤十字病院

地域 県南東部
岡山済生会総合病院、国立病院機構岡山医療センター、岡山大

学病院、岡山市立市民病院、川崎医科大学総合医療センター
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第３章　第
１節　２　日
頃からの備
え

４　災害時医療
体制等の確認

17
【参考】
◎地域災害保健医療福祉調整本部

17
【参考】
◎地域災害保健医療調整本部

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
１節　２　災
害発生直
後

18
２　地域災害保健医療福祉調整本部等との
連携

18 ２　地域災害保健医療調整本部等との連携

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
２節　１　日
頃からの備
え

20 １　個別避難計画の策定 20 １　要配慮者避難支援計画の策定
令和３年災害対策基
本法改正

第３章　第
２節　１　日
頃からの備
え

21
５　避難支援等関係者と連携した個別避難
計画の策定

21
５　避難支援等関係者と連携した個別計画
の策定

令和３年災害対策基
本法改正

第３章　第
２節　１　日
頃からの備
え

５　避難支援等
関係者と連携し
た個別計画の策
定

21

〇避難行動要支援者の避難行動支援に関
する取組指針（平成25年８月、内閣府）で
は、避難行動要支援者の個別避難計画の
策定が求められています。避難支援等関係
者の協力を得て、一人一人の個別避難計画
の作成内容や進捗状況、フォローアップ状
況等を把握し、実効性のある避難支援等が
なされるよう、個別避難計画の策定を進めて
いきます。

21

〇避難行動要支援者の避難行動支援に関
する取組指針（平成25年８月、内閣府）で
は、避難行動要支援者の個別計画の策定
が求められています。避難支援等関係者の
協力を得て、一人一人の個別計画の作成内
容や進捗状況、フォローアップ状況等を把
握し、実効性のある避難支援等がなされるよ
う、個別計画の策定を進めていきます。

令和３年災害対策基
本法改正

第３章　第
２節　１　災
害発生直
後

２　被災状況及
び安否の確認等

22

〇県地域災害保健医療福祉調整本部等と
連携し、地域内の医療機関の被災状況につ
いて確認するとともに、入院・診察可能医療
機関の把握と確保に努めます。

22

〇県地域災害保健医療調整本部等と連携
し、地域内の医療機関の被災状況について
確認するとともに、入院・診察可能医療機関
の把握と確保に努めます。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
２節　１　被
災２～３日
後

２　病状悪化の
防止

23
〇地域災害保健医療福祉調整本部等と連
携し、救護所等での難病患者等の医療ニー
ズを把握します。

23
〇地域災害保健医療調整本部等と連携し、
救護所等での難病患者等の医療ニーズを
把握します。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第３章　第
２節　２　災
害発生直
後

１　被災状況の
情報発信

25
〇地域災害保健医療福祉調整本部等との
連絡体制に努め、関係機関との連絡調整や
情報収集に努めます。

25
〇地域災害保健医療調整本部等との連絡
体制に努め、関係機関との連絡調整や情報
収集に努めます。

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

第４章　１
日頃からの
備え

１　防災のための
家庭での備え

35

【非常持出品リスト（患者と家族分）】
□緊急医療支援手帳
□おくすり手帳
　（※おくすり手帳がない場合は、薬の情報
を記載した用紙など）
□マイナ保険証（医療保険情報が確認でき
るもの）

35

【非常持出品リスト（患者と家族分）】
□緊急医療支援手帳
□おくすり手帳
　（※おくすり手帳がない場合は、薬の情報
を記載した用紙など）
□健康保険証

令和５年医療保険法
改正

第４章　２ 47
（３）人工透析患者の場合
　　※P61　「災害時の透析マニュアル　改訂
版」を参照ください。

47
（３）人工透析患者の場合

令和７年４月　災害時
の透析マニュアル 改
訂

第４章 日頃からの備え
53
-
54

「行政（公助）」、「市町村」、「災害発生時の
被害を最小限にする」
・個別避難計画の策定

53
-
54

「行政（公助）」、「市町村」、「災害発生時の
被害を最小限にする」
・個別計画の策定

令和３年災害対策基
本法改正

第４章 災害発生直後
55
-
56

「行政（公助）」、「本庁　医薬安全課」、「安
全の確保」
・県災害保健医療福祉調整本部等との連携

55
-
56

「行政（公助）」、「本庁　医薬安全課」、「安
全の確保」
・県災害保健医療調整本部等との連携

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正
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第４章 災害発生直後
55
-
56

「行政（公助）」、「保健所」、「安全の確保」
・地域災害保健医療福祉調整本部との連携

55
-
56

「行政（公助）」、「保健所」、「安全の確保」
・地域災害保健医療調整本部との連携

令和5年4月1日
岡山県災害保健医療
調整本部等設置要綱
改正

資料編　Ⅰ
61
～
103

災害時の透析マニュアル　改訂版
61
～
66

令和７年４月　災害時
の透析マニュアル 改
訂

資料編　Ⅱ
105
～
127

災害時救急医薬品等確保・供給マニュアル
67
～
89

令和５年３月改正

資料編　Ⅲ
129
～
132

追加

91
～
95

令和6年4月1日　疾
病追加、病名変更

資料編　Ⅲ 133

岡山県の難病・小児慢性特定疾病対策の
概要

96

岡山県の難病対策の概要<<R02年度版>>

令和７年4月　改訂

資料編　Ⅳ 134
３　対象者
　　※本人、家族又は法定代理人が作成不
要の意思を示した場合を除く。

97 ３　対象者 令和6年4月1日改正

資料編　Ⅵ 150
●岡山県保健医療部医薬安全課特定保健
対策班

112
●岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健
対策班

令和5年4月1日組織
改編

資料編　Ⅵ 151

【医療保険情報（マイナ保険証）】
保険者名
記　　　号
番　　　号

113

【健康保険証】
名　　　　 称
保険証記号
保険証番号

令和５年医療保険法
改正

資料編　Ⅵ 153
□　マイナ保険証
　　（医療保険情報が確認できるもの）

115 □　健康保険証
令和５年医療保険法
改正

資料編　Ⅵ 154
●岡山県保健医療部医薬安全課特定保健
対策班

116
●岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健
対策班

令和5年4月1日組織
改編

4



資料編　Ⅷ ○行政機関 160
・県
保健医療部医薬安全課
特定保健対策班

122
・県
保健福祉部医薬安全課
特定保健対策班

令和5年4月1日組織
改編

5


